
2021年4月1日

適正な労務管理に向けて

彦根労働基準監督署監督課



１ 労働相談の状況

２ 労働基準法のポイント

３ よくある相談について

４ その他



１ 労働相談の状況



１ 労働相談の状況
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年度別業種別相談件数

製造業 建設業 運輸業 商業 保健衛生業 接客娯楽業 派遣業

彦根署管内における労働相談の状況

● 彦根署における労働相談は製造業、派遣業、保健衛生業が上位を占めている。



１ 労働相談の状況

5

彦根署管内における労働相談の状況②

● 彦根署における労働相談の内容は、年次有給休暇、時間外労働※１、賃金不払い※２、解雇に関する相談が多い傾
向にある。
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※1件の相談で複数項目有

※１ 長時間労働に至らない時間外労働

※２ 退職金、賞与不払いを含む賃金の不払い



１ 労働相談の状況
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彦根署管内における労働相談の状況③

● 彦根署における製造業における労働相談の内容は、時間外労働、年次有給休暇、賃金不払いに関する相談が多い
傾向にある。
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２ 労働基準法のポイント

● 労働条件の通知

● 労働時間制度

● 休憩時間

● 年次有給休暇

● 割増賃金の支払いについて

● 最低賃金について



⑦ 昇給に関する事項

● 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面等で明示しなければならない。
なお、労働者が希望した場合には、

① ファクシミリの送信
② 電子メール等の送信（労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに
限る）により明示することも可能である。

● 労働者は、明示された労働条件と事実が相違している場合は即時に労働契約を解除することができる。

２－１ 労働条件の通知

労働条件明示（労基法第１５条）

① 労働契約の期間
② 有期労働契約を更新する場合の基準（有期労働契約の
通算契約期間または更新回数の上限を含む）【要注意】
③ 就業の場所・従事する業務の内容（就業の場所・業務
の変更の範囲を含む）【要注意】
④ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、休暇（年休を含む）、交替制勤務をさ
せる場合は就業時転換に関する事項
⑤ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切、支払の
時期に関する事項
⑥ 退職に関する事項（解雇の事由を含む）

労働条件の明示事項について

⑧ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当
の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項
⑨ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
⑩ 労働者負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑪ 安全衛生に関する事項
⑫ 職業訓練に関する事項
⑬ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑭ 表彰、制裁に関する事項
⑮ 休職に関する事項

必ず明示しなければならない事項

書面の交付等によらなければならない事項

定めをした場合に明示しなければならない事項

❶ 昇給の有無 ❷ 退職手当の有無 ❸ 賞与の有無
❹ 相談窓口（相談担当者の氏名、役職、相談部署等）

パートタイム労働者・有期雇用労働者の場合

※赤字は2024年４月からの追加事項
8



参考 労働条件通知書

〇労働条件の明示は、
後の労働紛争発生を
防止するために非常
に重要となる。

〇近年は高校や大学
での就労支援の一環
として、労働法関連
の研修や授業が行わ
れるようになってお
り、労働条件通知書
の交付がない、もし
くは内容が不明確な
企業はブラック企業
やブラックバイトに
該当する可能性が高
いと教示されている
ので、適切に対応さ
れたい。

労
働
条
件
通
知
書
の
記
載
例
に
つ
い
て
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２－２ 労働時間制度
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● １週40時間／１日８時間を超えて労働させてはならない（労基法第３２条）。

● 毎週少なくとも１日（または４週間に４日以上）の休日が必要となる（労基法第３５条）。

労働時間制度（労基法第３２条、第４０条、第３５条）

36協定（労基法第３６条）

● 時間外・休日労働をさせる場合は、使用者と労働者の代表で36協定を締結し、労働基準督署に届け出ることが必
要となる。

● 36協定では、時間外労働の最大の時間数等を定める。
● 36協定の上限は月４５時間（月４２時間※）、年３６０時間（年３２０時間※）となる。※１単位の変形労働時間制採用時

（例外）
法律による上限
(年６か月まで)
✓年720時間
✓複数月平均80時間
✓月100時間未満

（原則）
法律による上限
✓月45時間
✓年360時間

１年間（12か月）

法定労働時間

臨時特別な事情の場合

● 臨時特別な事情がある場合は、延長が認められる。
年720時間以内（時間外労働）
月100時間未満（時間外労働+休日労働）
２～６か月平均８０時間以内（時間外労働+休日労働）
時間外労働が月４５時間を超えられるのは年６回まで



参考 36協定記載例（様式第９号）
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3 6協定届の記載例（様式第９号）
月4 5時間を超える時間外労働が見
込まれない場合



参考 36協定記載例（様式第９号の２）
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3 6 協定届の記載例（様式第９号の２）
月 4 5 時間を超える時間外・休日労働が
見込まれる場合



２－２ 労働時間制度
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労働時間適正把握ガイドライン

◆ 使用者の指揮命令下に置かれている時間
のことであり、使用者の明示または黙示
の指示により労働者が業務に従事する時
間は労働時間に当たる。労働時間は原則、
日々１分単位で集計する必要がある

◆ 現場への移動、自宅待機、作業着への着
替え、作業の後片付け時間も、使用者の
明示または黙示の指示がある場合には、
労働時間に該当する

労働時間とは

労働時間適正把握

◆ 使用者が自ら確認するか、タイムカード
等客観的な記録を基礎として確認する

◆ やむを得ず自己申告によって労働時間を
把握する場合には、平成29年1月20日
策定された労働時間適正把握ガイドライ
ンに基づく措置を講じる必要がある

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html


２－３ 休憩時間 ２－４ 年次有給休暇
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● 労働時間が６時間を超える場合４５分以上、労働時間が８時間を超える場合６０分以上の休憩を労働時間の途中
に与えなければならない。

● 休憩時間は、単に作業に従事しないいわゆる手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保
障されている時間いう。

● 分割で休憩させることも可能である。
例 休憩 10：00～10：15、12：00～12：45 の計60分

●   残業等で労働時間が８時間を超える場合、45分しか休憩していなければ追加で15分の休憩が必要となる。

休憩時間（労働基準法第３４条）

※ 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれる。

● 雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者（※）に対しては、一定日数
の年次有給休暇を与えなければならない。

● 年次有給休暇が１０日以上付与された者には、１年以内に５日以上取得させる必要がある。
● 年次有給休暇の申請は拒否が出来ない（正当な時季変更権は可）。

年次有給休暇の付与に関する規定について（労働基準法第39条）

付与日数
（原則） 継続勤務年数 ６か月

１年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日



２－４ 年次有給休暇について

年次有給休暇の付与に関する規定について（労働基準法第39条）

週所定労
働日数

１年間の
所定労働日数

継続勤務年数

６か月
１年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

４日
１６９日～
２１６日

付
与
日
数

７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日

３日
１２１日～
１６８日

５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日

２日
７３日～
１２０日

３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日
４８日～
７２日

１日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

● パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与される。

● 比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が４日以下または年間の所定労働日数が216日

以下の労働者となる。
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付与日数
（比例付与）

● 年次有給休暇は、所定労働日に対して使用するものである。

シフト制で所定労働日が決められる場合は、予め、シフト決定した上で、その所定労働日に対して、年次有給休暇を取得する必要

があることに留意する。



● 時間外、深夜（午後10時～午前５時）に労働させた場合には２割５分以上、法定休日に労働させた場合には3
割５分以上の割増賃金を支払わなければならない。

● 時間外労働が１か月60時間を超えた場合には、超えた時間について５割以上の割増賃金を支払わなければなら
ない。【要注意】2023年4月1日から中小企業の猶予が廃止されている。

●割増賃金額＝ １時間当たりの賃金額 × 割増賃金率 ×
時間外・休日・深夜
労働を行わせた時間数

＜１時間当たりの賃金額の計算方法＞

※１ 月によって所定労働時間数が異なる場合は、１年間における
1か月平均所定労働時間数

年間所定労働日数×１日所定労働時間÷12＝月平均所定労働時間

※２ 日によって所定労働時間数が異なる場合は、１週間における
1日平均所定労働時間数

※３ 総労働時間数には、当該期間に時間外・休日労働を行った
時間を含める

月給制の
場合

日給制の
場合

出来高払制
の場合

当該期間中の出来高給賃金総額

当該期間中の総労働時間数（※３）

月決め賃金（+諸手当）支給総額

１か月の所定労働時間数（※１）

日決め賃金（+諸手当）支給総額

１日の所定労働時間数（※２）

割増賃金の支払に関する規定について（労働基準法第37条）

２－５ 割増賃金の支払について

算定方法

家族手当（扶養家族数またはこれを基礎とする家族手当額を基礎として算出される手当） 住宅手当（住宅に要する費用に応じて算定される手当）

通勤手当（通勤距離または通勤に要する実費用に応じて算出される手当） 別居手当

臨時に支払われた賃金 子女教育手当

１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与及び1か月を超える期間によって算定される
手当等）

時間外・深夜・休日割増賃金

●「１時間当たりの賃金額」を計算するための基礎となる賃金は、下表の手当を除いて労働者に支払われるすべて
の賃金をいう。なお、下表の賃金に該当するかどうかは、名称によらず、実質で判断される。

16



例）所定労働時間が午前８時30分から午後５時（休憩１時間）までの7.5時間の場合

●午後  5:00  ～  午後  5:30
→１時間当たりの賃金×1.00×0.5時間

●午後  5:30  ～  午後 10:00
→１時間当たりの賃金×1.25×4.5時間

●午後 10:00  ～  午前  5:00
→１時間当たりの賃金×1.50（※）×７時間

※時間外割増1.25+深夜割増0.25

法定時間内残業

法定時間外残業

法定時間外
＋深夜残業

7.5時間 0.5時間 4.5時間 7時間

午前8:30 午後5：00 午後5:30 午後10:00 午前5:00

所定労働時間 法定時間内
残業

法定時間外残業 法定時間外＋深夜残業

２割５分以上 ５割以上

２－５ 割増賃金の支払について
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割増賃金の例【時間外・深夜労働】



例）法定休日に午前８時30分から午後12時（休憩１時間）まで労働させた場合

●午前 8:30 ～ 午後 10:00 (休憩1時間）
→１時間当たりの賃金×1.35×12.5時間

●午後 10:00 ～ 午後 12:00
→１時間当たりの賃金×1.60（※）×2時間

※休日割増1.35+深夜割増0.25

法定休日労働

法定休日労働
＋深夜残業

12.5時間 2時間

午前8:30 午後10:00 12:00午後

法定休日労働 法定休日労働＋深夜残業

割増賃金 ３割５分以上 割増賃金 6割以上

２－５ 割増賃金の支払について
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割増賃金の例【休日労働】
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２－６ 最低賃金について

◆ 滋賀県最低賃金は、令和７年10月５日から

１時間1,080円 に改正されます。

※ 2025年12月27日までは、特定（産業別）最低賃金が滋賀県最低賃金を下回ることから、
滋賀県最低賃金1,080円が適用されます。
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２－６ 最低賃金について

＜１時間当たりの最低賃金額の計算方法＞

※１ 月によって所定労働時間数が異なる場合は、１年間における
1か月平均所定労働時間数
年間所定労働日数×１日所定労働時間÷12＝月平均所定労働時間

※２ 日によって所定労働時間数が異なる場合は、１週間における
1日平均所定労働時間数

※３ 総労働時間数には、当該期間に時間外・休日労働を行った
時間を含める

月給制の
場合

日給制の
場合

出来高払制
の場合

当該期間中の出来高給賃金総額

当該期間中の総労働時間数（※３）

月決め賃金（+諸手当）支給総額

１か月の所定労働時間数（※１）

日決め賃金（+諸手当）支給総額

１日の所定労働時間数（※２）

●「１時間当たりの最低賃金額」を計算するための基礎となる賃金は、下表の手当を除いて労働者に支払われるす
べての賃金をいう。なお、下表の賃金に該当するかどうかは、名称によらず、実質で判断される。

家族手当（扶養家族数またはこれを基礎とする家族手当額を基礎として算出される手当） 精皆勤手当

通勤手当（通勤距離または通勤に要する実費用に応じて算出される手当） 臨時に支払われた賃金

１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与及び1か月を超える期間によって算定される
手当等）

時間外・休日・深夜割増賃金



３ よくある相談



３ よくある相談について
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労働条件
Ｑ 資格手当、職務手当の額を変更するなどの労働条件の変更をする場合の留意点はなにか。

Ａ 労働条件の変更が、労働者の不利益となる場合、労働者の同意を得る必要がある。
また、労働者の同意の有無にかかわらず、変更後の労働条件が就業規則や労働協約で規

定する労働条件を下回ることは出来ない。
割増賃金の基礎となる賃金が変更となるため、割増賃金の計算に留意する。



 
３ よくある相談について
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割増賃金、賃金不払い
Ｑ 以前に勤めていた工場では、残業が1分単位で集計され、それに対する割増賃金も1分
単位であった。現在の工場（所定終業時刻：17時00分）では、15分単位となっている。
残業時のICカードの打刻は、18時14分となっているにもかかわらず、ICカードの他に残
業申請する方法がなく、14分間は工場稼働させて確実に作業していたが、勝手に14分間
の労働時間が切り捨てされている。

Ａ 労働日ごとの労働時間は、1分単位で計算する必要がある。勤怠管理システムの端数
処理機能を使って、労働時間か否かの確認もなく、15分等の一定時間に満たない時間
を一律に切り捨て（丸め処理）をすることは、当該時間について労働していた場合は、
割増賃金を支払っていないことになる。労働日ごとに1分単位で労働時間が集計される
仕組み（端数処理機能の見直し等）が求められる。
仮にICカード、タイムカード等の客観的な労働時間把握方法の他に残業申請書等によ

る自己申告制を併用する場合は、内規などで15分単位での申請しか認めない等の自己
申告を阻害する措置を設けていないか留意する（労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン）。

※リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう（R6.9）」参照。
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リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう（R6.9）」
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年次有給休暇
Ｑ 年次有給休暇の取得について話をしたところ、パートには有給休暇がないといわれ、取
得させてもらえない。
シフトを組む際に、年次有給休暇は各月１日までの取得とし、公休日に組み込むように

と言われる。

Ａ 年次有給休暇は、一定の条件を満たせば付与されるものであり、週１日勤務のパート
労働者でも権利は発生する（労基法第３９条）。
年次有給休暇は、労働者から申請があれば取得させる必要があることから、日数制限

を課すことは出来ない。
また、年次有給休暇は、所定労働日に取得する必要があることから、公休日（所定休

日）に組み込むことは出来ない。
シフトに穴が開かないように、シフトを組む段階で、予め、よく話し合った上で年次

有給休暇を勘案したシフトを組む必要がある。
なお、シフト決定後であったとしても、年次有給休暇の申請があれば、原則、認める

必要がある。



 
３ よくある相談について
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雇止め
Ｑ 勤務態度・勤務成績が不良な労働者（期間の定めあり）を雇止め（契約期間が満了し、
契約が更新されないこと）したいと考えているが、どんなところに気を付けるべきか。

Ａ 期間の定めのある労働契約（有期労働契約）については、予め、使用者と労働者が合意
して契約期間を定めたものであり、使用者は「やむを得ない事由がある場合」でなければ、
契約期間の途中で労働者を解雇することは出来ない（労働契約法第１７条）。
また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終

了することとなるが、３回以上契約が更新されている場合や１年を超えて継続勤務してい
る労働者について、契約を更新しない場合、使用者は３０日前までに予告しなければなら
ない（厚生労働省告示「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準）。



４ その他
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厚生労働省の取組 （「賃上げ」支援助成金パッケージ）



ご清聴ありがとうございました。
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労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

「働き方改革」は、

「魅力ある職場づくり」の実現による

 生産性向上、人手不足解消のチャンス！

生 産 性 の 向 上 に 向 け て 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー

も 是 非 ご 利 用 く だ さ い ！

（働き方改革特設サイト）
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